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添付資料 
 

１ 日本側・マダガスカル側投入実績（英文） 
（1）専門家派遣 
（2）カウンターパート研修 
（3）機材 
（4）カウンターパートの配置 
（5）マダガスカル側が負担した経費 
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２ 種苗生産状況・池中養殖状況 
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３ ミニッツ（英文） 
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４ 中間評価調査票 
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プロジェクト方式技術協力中間評価調査表 
 
 
 
プロジェクト名 
 
 
 
相手国 
 
協力期間 
 
R/D（協定） 
 
事業分野 
 
技術協力分野 
 
相手国実施機関 
 
 
 
 
 
運営指導（中間評価）
調査団 
 
 
 
 
中間評価調査実施日 
 

 
（和）マダガスカル北西部養殖振興計画 
（英）The Aquaculture Development Project in the Northwest Coastal Region 
of Madagascar 
 
マダガスカル共和国 
 
平成 10 年 4月 1日より平成 15 年 3月 31 日の 5年間 
 
平成 9年 12 月 18 日 
 
農林水産業 
 
エビ種苗生産及び養殖技術開発 
 
漁業水産資源省  
 (Ministry of Fisheries and Marine Resources) 
マハジャンガエビ養殖開発センター 
 (Mahajanga Shrimp Culture Development Center) 
 

 
（担当）   （氏名）     （所属） 
総  括   原 武史  （社）日本水産資源保護協会 
エビ養殖   松本 淳  （社）日本栽培漁業協会   
環境保全   榎本 宏   JICA 水産環境協力課 
計画管理   奥村真紀子  JICA 水産環境協力課 

 
 平成 12 年 10 月 17 日～平成 12 年 10 月 29 日（13 日間） 
 

プロジェクト・デザイ
ン・マトリクス（PDM) 

添付資料を参照 
 
 
 

活動計画書（PO） 添付資料を参照 
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I．プロジェクトの経緯概要 
 
 

１．要請の内容と背景 

 
①要請発出 
 
②内容と背景 
 
(要請内容と要請に
至った背景・対象地
域及びセクター現状
と相手国の開発政策
との関連等 を記述) 
 
 

 
1994 年 1 月 25 日 
 
 マダガスカルにおける水産業は動物性タンパク源であり、またエビ漁業は外
貨獲得と雇用の創出により国家経済及び地方経済を支える重要な産業になって
いる。同国政府はエビ資源の保護と同時に生産の拡大を図るため、禁漁区の設
定や漁獲の制限を実施するともに、エビ養殖の振興に取り込む構想を策定し、
我が国に対し無償資金協力を要請した。その要請に基づき、我が国は北西部の
マハジャンガ地区にエビ種苗生産生産施設及び関連資材を供与することとし、
1995 年度にエビ種苗生産センターとエビ養殖訓練センターの建設が完了した。
この施設供与に伴い、同国政府はエビ養殖振興計画推進のための技術者・研究
者の育成のため、同センターを拠点としたプロジェクト方式技術協力の要請を
行った。 
 

 
 

２．協力実施のプロセス〈計画立案段階〉  

 
（1）事前調査 
 
 ① 調査内容 
 
 
 
 ② 決定事項 

 
1996 年 8 月 25 日～9月 8日（15 日間） 
 
 本件の要請に係る背景、要請内容並びにマダガスカル側の実施体制について調
査・確認するとともに、実施方針及び実施計画案についてマダガスカル国側関係
者と協議を行った。 
 

マハジャンガエビ養殖開発センターにて海産エビについて種苗生産及び育成に
係わる基礎的な適正技術の確立を目的とした５年間のプロジェクト方式技術協力
を行うことが決定されたが、小規模エビ養殖を零細漁民・農民に普及するための
社会的背景を更に調査する必要性が残された。 

 
 
（2）長期調査員 
 
 ① 調査内容 
 
 
 
 

 
1997 年 8 月 25 日～9月 26 日（34 日間） 
 

マダガスカルにおけるエビ漁業に関する現状調査、エビ養殖普及における社会
背景及び環境配慮に関する調査を行った。マハジャンガエビ養殖開発センターの
現状を再調査し、技術協力の内容・範囲の明確化、長期専門家の受入体制の確
認、カウンターパート配置計画及び供与機材暫定リストの作成を行った。 
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 ②決定事項 

主な確認事項： 
1)本プロジェクト実施に関してマダガスカル側がセンター運営費予算を保証す
る。 

2)将来的な零細漁民・農民による中小規模エビ養殖事業に着手するための助成金
をマダガスカル側の水産養殖振興基金より準備する。 

 
 
（3）実施協議調査 
 
 ①調査内容 
 
 
 
 ②決定事項 
 
 

 
1997 年 12 月 8 日～12 月 22 日（15 日間） 
 
 調査団は、漁業水産資源省及びマハジャンガエビ養殖開発センター関係者との
間で、実施協議議事録(R/D)及び暫定実施計画(TSI)に関する協議を行い、双方合
意の上、1997 年 12 月 18 日、R/D 及び TSI の署名を行った。 
 
 プロジェクト実施における両国の役割、プロジェクトの目標、成果、活動内
容、投入についての協議が行われた結果、ほぼ日本側が提示した計画案どおりに
活動が行われることが決定した。 
 
1) 協力期間：1998 年 4 月 1日から 5年間 
2) 実施機関：漁業水産資源省マハジャンガエビ養殖開発センター 
3) 上位目標： 

マダガスカル北西部において漁民を主体とする小規模エビ養殖事業が振
興する。 

4) プロジェクト目標： 
マハジャンガエビ養殖開発センターにおいてエビ養殖技術の開発能力が
強化される。 

5）期待される成果 
 （1）エビ種苗生産技術が改善される。 
 （2）エビ養殖の適正技術が確立される。  
6) 日本側協力体制 
 （1）長期専門家４名： 
      リーダー、業務調整、エビ種苗生産、エビ養殖 
    短期専門家：年間 1～２名（必要に応じ） 
 （2）研修員受入：年間１～２名 
 （3）機材供与：エビ種苗生産・養殖用資機材 
 
7) マダガスカル側協力体制 
 （1）カウンターパート 各分野 2名 
 （2）土地、建物および施設 

専門家執務室、養殖研究施設（既存の種苗生産施設） 
 （3）運営費 

プロジェクト運営に必要な経費（人件費、光熱費、機材および施設の維
持管理費） 
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協力対象分野の基本計画 
各分野の基本計画については、これまで行われた事前調査及び長期調査の結果

を踏まえ、海産エビの種苗生産及び育成の技術開発における協力を行うこととす
る。プロジェクトの活動は無償資金協力により供与された種苗生産施設及び養殖
訓練施設を利用して実施する。 

 
（1）エビ種苗生産に関する分野の協力 
   ア．親エビ養成 
   イ．成熟・産卵 
   ウ．幼生飼育 
   エ．生物餌料培養 
（2）エビ養殖に関する分野の協力 
   ア．中間育成 
   イ．適正養成技術 
   ウ．養殖池管理 
   エ．エビ養殖のための環境調査 
 

 

 

３．協力実施のプロセス〈実施段階〉 

 
（1）第 1回 
  合同調整委員会 
 
 

 
1998 年 6 月 30 日 
 
 本プロジェクトにおける 5年間の技術協力の全体計画についての説明を行い、
R/D 及びマダガスカル国の水産開発計画を考慮に入れて活動を行うこととした。 
 エビ養殖開発センターにおける運営費の予算手当が遅れており、手配を急ぐ様
に漁業水産資源省側に依頼した。 
 零細漁民へのエビ養殖技術移転について考慮して欲しいとのマダガスカル側か
ら指摘があり、零細漁民のための養殖池開発の現状調査の実施を今後検討するこ
とにした。  

 

 
（2）プロジェクト 
  運営指導調査 
 
 ①調査内容 
 
 

 
1998 年 11 月 29 日～12 月 13 日（15 日間） 
（第 2回合同調整委員会 1998 年 12 月 8 日） 
 
 プロジェクトの進捗状況及び実施体制を確認し、課題を整理するとともに、
PCM ワークショップを開催し、5年間のプロジェクトの PDM 及び活動計画表（PO）
を作成した。 
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 ②決定事項 
 
 
 
 

 
第 2 回合同調整委員会にて以下の事項が協議議事録にて確認された。 
1．プロジェクト活動の進捗状況 

プロジェクトを開始して 8ヶ月目を迎え、ほぼ計画通りに活動は進んでいる。
既に 4回のエビ種苗生産及び養殖技術を実施しており、共同作業の形でカウンタ
ーパートへの技術指導を行っている。なお、親エビ運搬船の沈没事故は今後のプ
ロジェクト活動に影響を与えるとして、早期の船の引き揚げ、修理をマダガスカ
ル側に要請した。 
2．ＰＤＭ 
3．活動計画表（PO） 

 
 
（3）第 3回 
 合同調整委員会 

 
2000 年 3 月 27 日 
 
 中間評価調査団を迎えるにあたり、過去２年間のプロジェクト活動及び今後の
活動について確認を行った。更に輸入関税免除手続きの遅延による本邦購送資機
材の引取りの遅れに関して、今後予定通りに引取りが出来る様、マダガスカル側
に早期の機材引取の予算確保を要請した。 

 

 

 

４．協力実施過程における特記事項 

 
（1）実施中に当初計画
の変更はあったか 
 

 
 当初計画では、研修活動についてはエビ養殖開発センター職員に対して技
術レベル強化を目的として実施する予定であったが、マダガスカル側の強い
要望から、エビ養殖開発センターにおいて一般漁民に対する研修・普及活動
を実施することになった。 
 

 
（2）実施中にプロジェ
クト実施体制の変更は
あったか 

 
 漁業水産資源省内の人事異動または民間養殖場への転職によるカウンター
パートの変更が度々行われ、日本人専門家にカウンターパートは常に割り当
てられているものの、プロジェクト活動の進捗に影響を与えている。 
 

 
 
 
 
５．他の援助事業と
の関連 
 

 
 JICA 無償資金協力のフォローアップ事業とプロジェクト基盤整備事業の共
同で、1999 年 12 月～2000 年 6 月の期間にエビ種苗生産センターの取水・給
水及び排水システムの改善工事を実施した。 
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II．計画達成度 
 プロジェクトの計画内容がどこまで達成できたか、その度合いを「プロジェクトの要約」ごとに把握
し、「実績」の欄に記入した。なお、下表の活動項目については、運営指導（計画打合せ）調査団で策
定した活動計画を簡略化して標記してある。 
 
プロジェクト要約 指 標 実 績 外部条件 

上位目標： 
 
零細漁民参加による持続可能
なエビ養殖技術を開発する。 
 

 
1．エビ養殖池の数 
2．エビ養殖の漁民数 
3．開発池面積 
4．生産エビの量 
5．生産エビの品質 
6．養殖池の使用年数 

 
1. 2 
2. 6 人 
3. 25,000 ㎡ 
4. CDCC 3,000kg (1998-1999) 
5. 
6．3 ヶ月? 3 年 

 
エビ価格が現行を持続す
る。 
 
マダガスカル政府が零細漁
民によるエビ養殖を重要視
する。 

プロジェクト目標： 
 
マハジャンガエビ養殖開発セ
ンターのエビ養殖に関する技
術を強化する。 
  

 
1．研修を受けたスタッフの
人数 
2．研修の回数 
3．センターの財務収益 
4．教材の数 
 

 
1．センター技術職員全員 
 現職 26 名＋離職者プロ技開
始後 11 名＝37 名 
2．外部からの研修員受け入れ
として 
 １）CDCC が研修員受け入れ、
プロジェクトが支援 
  1999 年度は 4回 
  2000 年度は 2回 
 ２）プロジェクトが研修コー
スを開設 
  2000 年度は３回 
3．種苗および育成 
  1998 年度は 135 百万 FMG 
  1999 年度は 334 百万 FMG 
4．6 冊の技術マニュアル 
 

 
北西部海岸域においてエビ
養殖の普及が行われる 
  
 

成果： 
1．エビ種苗生産技術が習得さ
れる。  
 
 
2．小規模エビ養殖の適正な技
術が明確になる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-1．年単位種苗生産数 
 
 
 
2-1．生残率 
 
 
 
 
 
 
2-2．年間転換率 
 
 
2-3．単位面積当たり収量 

 
1-1 1998 年に約 300 万尾、
1999年には約500万尾のエビ種
苗を生産した。 
 
2-1 種苗の生残率（Nauplius
→PL）は、1998年は17％、1999
年は 39％。 
 池中養殖試験の生残率は、
1998 年は 57? 64％、1999 年は
53? 84％。 
 
2-2 半粗放養殖の増肉係数は
2.2～3.1。 
 
2-3 半粗放養殖では 405～
1104  

 
センター職員が技術を修得
した後にセンターを辞めな
い 
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3．センター職員によりエビ養
殖技術の普及が出来る。 
 
 
 
4．センターのマネージメント
が改善される。 
 
 
 
5．エビ養殖環境に関連する資
料が整備される。 

 
 
 
3-1．研修を受けた人数 
 
 
3-2．技術マニュアルの作成 
 
4-1．マネージメントに関す
る資料 
 
 
 
5-1．養殖環境に関する資料 

kg/ha、粗放養殖では 31～53 
kg/ha 
 
3-1 1999 年度は 18 名、2000
年度は 24 名（8月現在） 
 
3-2 ６冊の技術マニュアル作成 
 
4-1 Annual Plan of Operation 
(1999 年、2000 年版)の作成 
Annual report（1998 年、1999
年版）の作成 
 
5-1 短期専門家による養殖環
境に関する報告書 

 

活動： 
 
1 エビ種苗生産手法の改善を
行う。 
1-1 親エビ養成を行う。 
1-2 成熟／採卵を行う。 
1-3 幼生飼育を行う。 
1-4 餌料生物の培養を行う。 
 
2 養殖池における適切なエビ
養殖手法を見いだす。 

2-1 試験養殖池を運営する。 
2-2 中間育成を行う。 
2-3 現地に適応したエビ養殖
技術を検証する。 
2-4 養殖池管理について検討
する。 

 
3 当地域におけるエビ養殖の
指導者を育成する。  
3-1 エビ養殖の訓練を行う。 
3-2 センター職員対象に技術
セミナーを開く。 
3-3 技術マニュアルを作成す
る。 
 
4 センター職員に助言を行
う。 
4-1 センター職員に経営改善
の助言を与える。 
 
5 エビ養殖における環境につ
いての指導を行う。 
5-1 エビ養殖のための環境条
件調査を行う。 
5-2 エビ養殖関連の環境につ
いての資料を収集する。 
 

投入: 
 
日本側： 
1．専門家派遣 
(1) 長期（各 1名） 
   1) チームリーダー 
   2) 業務調整 
   3) エビ種苗生産 
   4) エビ養殖 
(2) 短期：延べ 6名 
 
2．研修員受入 
  延べ 6名 
 
3．機材供与 
 約 90 百万円 
 
4．現地業務費 
 1）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基盤整備費 
 2）技術交換費 
 3）普及啓蒙活動費  
 4）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営費 
 5）応急対策費 
 6）LLDC 特別現地業務費 

 
 
マダガスカル側： 
1．人員配置 
 1) 所長（1名） 
 2) エビ種苗生産（5名） 
   エビ養殖（2名） 
 3) 秘書（2名） 
 4) 運転手（4名） 
 5) 作業員（テクニシャン＋
エイドテクニシャン）（17 名） 
 6) 事務管理＋警備員（23
名） 
 
2．施設・設備 
 1) 取水施設 
 2) 種苗生産施設 
 3) 餌料培養施設 
 4) 親魚養成施設 
 5) 実験室等 
 
3．ローカルコスト 
 1) 人件費 
 2) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営費 
 3) 施設・設備の整備及び

修理費 
 
 

 
天候に大きな変化が生じな
い 
 
大きな環境の変化がない 
 
予定された予算が供給され
る 
 
保菌海産物が侵入しない 
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III．評価結果要約 
 
1．目標達成度 
 プロジェクトの「成果」が、「プロジェクト目標」の達成にどれだけつながるか、その見込みを検討
した。 
 

（1）プロジェクトの各「成果」 が 「プロジェクト目標」達成につながったその度合い 

成果の達成度 

  
成果 1：エビ種苗生産技術が習得される。 
 
 カウンターパートと共同作業で 1 年間に約 4 回のエビ種苗生産操業を行い、98 年度には 300 万
尾、99年度には500 万尾のエビ種苗を生産し、当初の生産目標を上回り、エビ養殖開発センターの
技術レベルは徐々に上がっていることを示している。 

 

  

成果2：小規模エビ養殖の技術が明確になる。 

 
 エビ池中養殖試験により、半集約養殖（5～10 尾/㎡）については経営的に成り立つことが実証さ
れ、現地にて入手出来る餌を利用した小規模エビ養殖の技術普及にある程度の目処がついた。しか
し粗放養殖（0.5 尾／㎡以下、無給餌）については生産性が低く、収益は得るのが難しいことも実
証され、今後の検討課題である。 
 

  
成果 3：センター職員によりエビ養殖技術を普及出来る。 
 
 日本人専門家による現場における技術指導や技術セミナー及び日本における技術研修を通じて、
センター職員のエビ養殖技術及び知識は確実に向上しており、2000年 6月から零細漁民などを募っ
てのエビ養殖研修プログラムが開始された。 

  
成果 4： センターのマネジメント、人事異動が改善される。 
 
 日本人専門家の助言によりマネジメントの改善が幾分みられるが、プロジェクト運営費の予算措
置や機材引取りの際の免税手続きの大幅な遅れ、突然のカウンターパートの人事異動など今後解決
すべき問題点も多い。 
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成果 5：エビ養殖環境に関連する資料が整備される。 
 
 短期専門家によるエビ養殖に関する環境調査により、マングローブ域を保全した形でのエビ養殖
適地に関する提言がなされ、今後の小規模エビ養殖普及のための基本情報になっている。 
 

 
プロジェクト目標達成につながるのを阻害した要因 
 
・プロジェクト運営費の予算措置や機材引取りの際の免税手続きの大幅な遅れ、人事異動や民間への転
職による突然のカウンターパートなどの変更が生じた。 
 
 
 

（2）プロジェクトの各活動が成果につながったその度合い 

活動の状況 

  
活動１：エビ種苗生産手法の改善を行う。 
 
1-1 親エビ養成  

養殖池および飼育タンク内において親エビ養成を行い、成熟及び産卵の状態を調査した。養殖池
での親エビサイズまでの飼育、および飼育タンク内において親エビ候補群を成熟させることには成
功したが、天然の親エビと比較するとタンク内で養成した親エビの卵孵化率はまだかなり低く、ま
た親エビとして養成にするには約1年半以上かかるため、養成エビの生残率も低い状態である。しか
し短期専門家の指導により、親エビ養成の管理方法が改善され、徐々に養成の結果が向上してい
る。 
 
1-2 成熟・採卵 

催熟法、採卵法及び給餌の検討を行い、養成した親エビについては、成熟・採卵状態の改善に取
り組んだ。池中にて養成した親エビから受精卵が得られたが、未受精卵が多く、孵化率はまだ低
い。これは十分に成熟した雄エビが得られないことが影響しており、雌エビの成熟までは概ね管理
できるので、安定した孵化率が得られるには大型雄エビの養成も今後の課題のひとつである。ま
た、天然漁獲の親エビについてもふ化率の低下が年々見られたが、新鮮な親エビを短期日に眼柄処
理すること、および入念な水処理によりふ化率改善の兆しがみられてきた。 
 
1-3 幼生飼育 
 年間に約4回の種苗生産のオペレーションを行い、目標を上回るエビ種苗の生産量を達成した。病
理専門家の指導により、懸案であったエビ幼生の疾病についての対処法の確認がなされ、大量死が
避けられる様になったもの生産性向上の一因となっている。しかし、水質及び菌相安定のために薬
剤を使用している現状がある。 
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 1-4 餌料生物の培養 

 短期専門家の指導により植物プランクトンの単種分離培養技術及び濃縮保存法が定着し、培養株
種の保存、大量培養も行われ、種苗生産の初期餌料として必要な植物プランクトンが安定的に供給
出来る様になった。 

  
活動 2：小規模エビ養殖の適切なエビ養殖手法が明確になる。 
 
2-1 試験養殖池の運営 

センターの 4面の養殖池を利用して、半集約養殖、粗放養殖、親エビ養成について試験生産を行
なった。エビ養殖試験においては現地製配合飼料を使用したが質が悪く、生産性が低いこと、さら
に乾期の冷水時においてはエビの成長がかなり遅れることが確かめられた。 
 
2-2 中間育成 

中間育成池がないため、3号池（5,000 ㎡）にて中間育成を試みた。中間育成としてはやや長期間
となったが、3ヶ月の飼育で 4g の中間種苗を 21,000 尾取り上げ、零細漁民に配布した。その時点で
の池中尾数が 5万尾と推定され、中間育成としての歩留まりは 40%と推定された。また、3号池は中
間育成池ではなく、泥池であるので収穫に困難性があることが確認された。 
 
2-3 任国に適応できる養殖技術 
 粗放養殖、半集約養殖について試験生産を繰り返した。粗放養殖による当地の泥池の生産性が
40kg/ha/crop 程度で、東南アジアなどに比較して低いことが解明された。半集約については、潮汐
による換水方式での生産としては東南アジア並の生産は達成できた。当地における未利用資源であ
る冷凍加工場からの廃棄物であるエビの頭が餌料として利用できることを確認した。 
 
2-4 養殖池の管理 
 飼育及び経営管理の観点から経済性について分析し、小規模エビ養殖のモデルを検討した。1年目
は粗放・半集約養殖の両方について利益が出ないとの結果が出たが、2年目においては養殖技術に改
善が施したことから、半集約養殖についてはある程度利益が見込める結果が出た。しかし粗放養殖
については生産性が予想より低く、利益性がまだ認められていない。 
 

  
活動 3：当地域におけるエビ養殖の指導者を育成する。 
 
3-1 センター職員の技術セミナー  

生産活動、技術研究及びその検証活動を通じて CDCC 職員の養殖指導員としての訓練を実施してお
り、さらに指導教官を育てる目的から所内セミナーを開いた。10 名以上の技術員が民間のハッチェ
リー、養殖池サイトに転出し、中心的な技術者として高い評価を受けた。 
 
3-2 エビ養殖の訓練 
 エビ種苗生産の研修コースが 2000 年 6 月から始まり、零細漁民とエビ養殖関心者を対象に研修生
10名を選考し、エビ種苗生産に関する実技訓練と理論の講習を30日間に渡り実施した。2000年度に
は、その他に零細漁民対象の90日間のエビ池中養殖コース、地方水産局員対象の10日間のエビ養殖
短期コースを実施する予定である。 
 
3-3 技術マニュアルの作成 

テクニカルレポートとして2000年 3月まで第1～6号を作成し、センターにおけるエビ養殖環境の
状況、エビ養殖における微生物学、エビ種苗生産及び池中養殖の現場データをまとめた。 
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活動 4：センター職員に助言を与える。 
 
4-1 経営改善の助言を与える。 
 
 エビ養殖センターにおいて毎週ミーティングを開き、所長及びカウンターパートにセンターの運
営やエビ生産に関しての適切なアドバイスを与え、更に現地の大学との事業の連携を模索し、大学
より研修生を受け入れ、センター運営の活性化を促した。 
 

  
活動 5：エビ養殖における環境についての指導を行う。 
 
5-1 エビ養殖の環境条件調査 
 

短期専門家による養殖環境調査により、マハジャンガ周辺４箇所がエビ養殖適地として推薦され
た。同調査により、小規模エビ養殖振興の阻害要因とその解決策が示され、今後のプロジェクトの
普及活動における基礎資料となった。 
 
5-2 エビ養殖環境における資料整備 
 
 養殖池の環境情報の収集のため、エビ養殖センターの２地点について気象・海況観測を行い、測
定データをテクニカルレポートとしてまとめた。またマングローブ林管理に関する林業専門家の講
演やビデオ教材の収集を行った。 
 

成果につながるのを阻害した要因 
 
・プロジェクト運営費の予算措置や機材引取りの際の免税手続きの大幅な遅れ、人事異動や民間への転
職による突然のカウンターパートなどの変更が生じた。 
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２．効果 

 プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的なプラス・マイナスの効果を検討し

た。 

 
効果の広がり 効果の内容（制度、技術、経済、社会文化、環境面での効果） 

 
（１）直接的効果 
（「プロジェクト目
標」レベル） 

 
2.5年間の技術移転により中間管理職であるバイオロジストや現場作業員の

テクニシャン等の活動により、日本人専門家の支援はあるとは言え、種苗生
産、池中養殖においてそれぞれ、種苗、商品サイズのエビの生産ができるよ
うになった。 

また、養殖訓練コースの指導教官としての訓練も、現場での技術の習得の
みならず、セミナーを 50 回近く実施したことにより、座学時にも対応できる
指導教官としてバイオロジスト、テクニシャンともども、育ちつつある。こ
れらの成果をもって、第1回養殖訓練コースに臨み十分に業務を達成した。す
なわち、養殖センターとしての機能が強化され、運営されつつある状況であ
る。 

  
 
（２）間接的効果 
（「上位目標」レベル） 

 
 養殖センターでのプロ技協の開始にともない、種苗供給の目処がたち、従
来 200 ㎡程度の養殖池を持っていた、当地の小規模スケール養殖者がさらに
5,000 ㎡の池を開発し、センターより種苗を得て本格養殖を開始した。さら
に、別途小規模養殖者が 20,000 ㎡の池をセンターの近隣地に造成し、センタ
ーからの種苗により養殖を開始した。 
 また、第1回目の研修コース実施により、研修者自ら、小規模養殖連絡協議
会を結成し、養殖池の造成、養殖の実施に向けて検討を開始した。 
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３．効率性 
 プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握し、手法、方法、費用、期間等の適
切度を検討した。 
 
（1） 投入のタイミングの妥当性 

（日本側） 
・専門家の派遣 

 
2000 年 9 月までに、長期専門家（チームリーダー、業務調整、エビ種苗生

産、エビ養殖）5名、短期専門家（餌料生物培養、親エビ養成、エビ病理、養
殖環境調査）の延べ 6名がほぼ計画どおりに派遣された。概ね適切なタイミ
ングで派遣されている。 
 

・機材の供与 
 
 

 1998年度約3,300万円、1999年度約 2,700万円、総額約6,000万円の機材
供与を行われた。2000 年度は約 3,080 万円の機材が供与される予定である。 
 1998 年度はマダガスカル側の機材受入準備の遅れから、1999 年度は機材仕
様選定の遅れから本邦調達分が年度繰越になり、機材購送が予定より大幅に
遅れた。機材に係る免税手続きが煩雑であり、更に漁業水産資源省の機材引
取り予算の手当の遅れが見られるため、先方政府には早めの対応を依頼する
必要がある。   
 また供与機材の中には温度管理品などの現地への輸送管理が難しいものも
あり、機材の選定についてはプロジェクト後の将来性を考えて行う必要があ
る。 
 

・研修員の受入れ 
 
  
 
 

2000年 9月の時点で、計6名の研修員の受入を行った。受入のタイミング
は全体としてほぼ妥当なものであったと言えるが、研修期間が冬季と重な
り、十分にエビ養殖の研修が出来なかった場合も見られ、研修時期について
今後気を付ける必要がある。 
 

・現地業務費 
 

1998 年度約 470 万円、1999 年度約 490 万円、2000 年度約 550 万円の一般
現地業務費が投入された。一般現地業務費はほぼ計画どおり支出された。 
 

 
（相手側） 
・土地、施設・機供の  
措置 
 
 
 
・カウンターパートの  
配置 
 

 
 

エビ養殖開発センターのほとんどの施設は本プロジェクトに開放されてお
り、施設提供については大きな問題はなかった。しかし、センターからの排
水が砂浜をえぐり、景観を損ねているとの周辺住民の苦情に合い、施設が活
用出来ない時期もあった。 
 
  カウンターパートは各専門家に 2～3 名配置されているが、人事異動や民
間への転出により、カウンターパートがしばしば変わることがあった。 
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・ローカルコストの   
負担 
 
 

 応急対策費として約 190 万円（1998 年度 100 万円、1999 年度 90 万）、LLDC
特別対策費として約 170 万円（1998 年度 50 万円、1999 年度 120 万円）、技
術交換費として80万円（1999年度）、プロジェクト基盤整備費として約2,700
万円（1999 年度）、施設等整備費として約 940 万円、現地適応化活動費とし
て約 270 万円も合わせて投入された。 

マダガスカル側の機材引取り手続きの遅れから、プロジェクト基盤整備費
が一部繰越になる事態が起こった。 

 
（2）投入と成果の関係（投入の量・質と成果の妥当性） 

 
・専門家の派遣 
 
 

 
長期専門家４人の派遣の投入量から得られているプロジェクトの成果につ

いては、概ね順調であったと評価される。また、短期専門家についても、セ
ンター職員に対するセミナーの実施等、概ね着実に成果が上がっている。 

 
 
・機材の供与 

  
適所に機材が設置されており、充分にプロジェクトの研究開発の活動に有

効活用されている。 
 

 
・研修員の受入 
 

 
一般に、カウンターパートは日本での研修を高く評価しているが、中には

研修内容に不満を漏らす研修員も見られた。また研修員の中は英語を十分に
理解出来ないものも見られ、研修受入先がコミュニケーションに苦労してい
るケースも見られた。 

 
 
・土地、施設、機材の
措置 

 
マダガスカル側で用意したエビ養殖センターの立地では取水海水の水質が

適当でなく、センターのエビ種苗生産事業にマイナスの影響を与えていた。
しかし、プロジェクト基盤整備により取水システムについては貯水層と濾過
器が一つ追加され、飼育水の入念な濾過処理ができるようになったことで、
飼育水の水質については今後改善されると思われる。 

機材については供与機材、携行機材ともに引き取りに時間を要しており、
プロジェクト活動の進行に少なからず影響を与えている。 

 
 
・カウンターパートの
配置 
 

 
カウンターパートは各専門家に２～３名が配置されている。しかし、マダ

ガスカル側の人事による移転や民間への転出によって、育てたカウンターパ
ートが変わることが多く、技術移転がうまく行かないケースが見られる。 

 



－55－ 

 
 
・ローカルコストの負
担 
 

  
2 年目に技術交換費によるモーリシャス国アルビオン水産研究所を訪問

し、エビ種苗生産に関する意見交換を行った。同行したカウンターパートは
隣国におけるエビ養殖の現状を見ることにより、本プロジェクトでの業務に
役立たせるヒント等を得たものと思われる。 
 自家発電機制御盤及び車両の故障により、プロジェクト活動に影響が出る
ことを懸念して、応急対策費により日本側よりこれらの修理費を賄った。し
かし原則として、機材のメンテナンスの費用ついてはマダガスカル側が負担
すべきである。 

エビ種苗生産が安定したのを見計らい、プロジェクト基盤整備費により給
水システムの改善及び濾過施設の設置を実施した。しかしマダガスカル側に
おける機材引取り遅延により工期が大幅に伸びてしまい、逆にエビ種苗生産
の進捗に影響を与えた。 
  

 
（3）無償等他の協力形
態 と の リ ン ケ ー ジ
/OECF、第三国国際援助
機関による協力とのリ
ンケージ 
 

 
 JICA 無償資金協力のフォローアップ事業とプロジェクト基盤整備事業の共
同で、エビ種苗生産センターの取水・給水及び排水システムの改善工事が実
施された。この整備によりエビ種苗生産における飼育海水の水量、水質が改
善されることが見込まれている。 
 

 
（4）その他 

 
特になし。 
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４．計画の妥当性 
 
 評価時におけるプロジェクト計画の妥当性を検討した。 
 
（1）上位目標の妥当性 

 
・開発政策と
の整合性 
・受益者ニー
ズとの整合性 

 
 マダガスカル政府のエビ養殖振興計画に沿った形で本プロジェクトは実施されてお
り、特に政策との隔たりは見られない。本プロジェクトの受益者はマングローブ域の
養殖可能性地帯に居住する零細漁民である。いわゆるマングローブ域での伝統的養殖
池がない現状からは、エビ養殖訓練センターとして零細漁民らへの訓練を継続して実
施し、潜在的養殖実行可能性者の層を厚くし養殖池造成の気運を盛り上げ小規模養殖
振興を進め受益者のニーズに合わせてゆく。 
 

（2）プロジェクト目標の妥当性 

 
・上位目標と
の整合性 
・実施機関の

組織ニーズ
との整合性 

 

 
 エビ養殖訓練センターにおける職員のエビ養殖技術の習得、および普及教育機関と
しての強化は達成されつつある。普遍的に伝統養殖池が存在しない現状からは、セン
ターでの養殖訓練回数を積み重ね、養殖技術の普及を行うと同時に、マ国政府等の基
金によりセンター外の零細漁民の居住する養殖適地にモデル池を造成し、養殖事業を
実施して小規模養殖振興を図ることが重要である。 
 

（3）上位目標、プロジェクト目標、成果及び投入の相互関連性に対する計画設定の妥当性  

 
 
 

 
 プロジェクト活動はエビ養殖センター内におけるカウンターパートの指導に重きを
置いているが、上位目標の達成につなげるためには、零細漁民に対する研修の他に、
零細漁民に対する直接的な助言等を含む普及活動も含めることを検討する必要があ
る。 
 

（4）妥当性に欠いた要因 
（ニーズ把握状況、プロジェクトの計画立案、相手国実施体制等の観点から記述） 

 
 
 
 

 
エビ養殖には池の造成、飼料の購入などの初期の事業資金が必要であり、このため

にマダガスカル側が水産養殖振興基金を準備し、本プロジェクトと連携して小規模エ
ビ養殖を広める考えであったが、実際には基金はうまく活用されていない。また海産
エビの市場価格が下がり気味であり、経営面においてエビ養殖事業は難しい状況に置
かれている。 
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５．自立発展の見通し 
 中間評価時における自立発展の見通しを、自立発展に必要な要素が整備されつつあるかを中心に評
価した。 
 
 自立発展の見通し 

 
（１）制度的側面 
（政策的支援、スタ
ッフの配置・定着状
況、類似組織との連
携、運営管理能力等
の観点から記述） 
 

  
エビ種苗生産事業及びエビ池中養殖事業に十分に職員が配置されており、更

にハッチェリー及び養殖池の運営もセンター職員の手で行われており、組織的
にはまとまりが出てきている。技術を習得した職員が民間に転出してしまう問
題を除けば、制度的にはセンターの運営はうまく行っていると思われる。 
  

 
（２）財政的側面 
（必要経費の資金
源、公的補助の有
無、自主財源、経理
処理状況等の観点か
ら記述） 
 

  
 機材引取りに必要な関税に対する予算手当が遅れるなどの事態が度々起こっ
ており、プロジェクト活動が遅れる一因になっている。また無償フォローアッ
プ及びプロジェクト基盤整備により施設が拡張され、それによるプロジェクト
運営費が更にかさむことが考えられ、財政的に自立するのはまだ難しいと思わ
れる。 
  

 
（３）技術的側面 
（移転された技術の
定着状況、施設・機
材の保守管理状況、
現地の技術的ニーズ
との合致状況等の観
点から記述） 
 

 
日本人専門家の努力により技術移転は予定通りに進んでおり、センター職員

のエビ養殖の技術レベルは確実に向上している。技術レベルは安定してきた
が、施設・機材の保守点検については日本人専門家に頼っている状態であり、
更に技術を習得した技師が民間に転出するなどの問題があり、自律的に技術を
開発していくにはまだ時間が掛かると思われる。 

 
（４）その他 

 
なし 
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６．プロジェクトの展望及び教訓・提言 
 
事項 軌道修正の必要性及び提言 
 
１．プロジェクトの計画
内容 
 
1-1. エビ種苗生産分野 
 

 
 
 
 
プロジェクト後半においては、マ国側のみによる生産体制を確固たるもの

にするため、次のように活動することとした。 
（1）マ国側カウンターパートのみによる自主生産体制を整備することと

し、安定的に年間 1000 万尾を生産することを目標とする。 
（2）日本人専門家との共同作業によって、 
① センターの施設の最大生産量を明らかにするための技術開発研究 
② 養殖生産コストを削減するため、初期餌料の開発、薬剤に依存しない生

産技術等の開発研究 
に精力的に取り組むこととなった。 
 

 
1-2. エビ養殖分野 

 
今後は、以下の通り、訓練コースによる人材育成を継続しつつ、普及体制

を整備するために次のように活動することとなった。 
（1）訓練コースとして、これまでの零細漁民等小規模養殖実施希望者に対
する訓練コースおよび地方行政官に対する養殖概論のオリエンテーション
コースを継続して実施する。 

（2）マ国北西部においてパイロットファームを設置することとなったが、
エビ養殖場の開発にあたっては、マングローブ林帯の保護など環境保全に
留意することとする。また、マ国側がパイロットファームを建設するにあ
たって、運営の主体となる零細漁民等を選出する際には、 

  ア. エビ養殖にかける熱意があること 
  イ. エビ養殖の技術を備えていること（研修修了者） 
  ウ. 運転資金の調達が可能であること 
などの条件を考慮して、マ国側が日本側専門家と協議の上選定することと
した。 

なお、パイロットファームを設置するにあたっては、マ国側は池の造成を
行うほか、運転資金を用意すること、日本側は普及のための技術者養成を行
うことが合意された。しかしながら、本プロジェクトの残された期間におい
て、少なくとも 1 回っｈはパイロットファームで出荷サイズのエビを生産
し、零細漁民等による養殖を実現するために、日本側は、初期投資である池
の造成について、何ができるのかを早急に検討することとした。 
 

 
２．プロジェクトの実施
体制 
 

 
 （1）カウンターパートの人事異動や民間への転出がしばしば見られるが、
後任が配置されないことがあるので、主要な人材が異動になった際には後
任を速やかに配置するようにしてほしいと調査団が要請したところ、 

 マ国側は同意した。 
 
（2）センターを運営するための予算の確保について、調査団がセンターに
対して努力を要請したところ、マ国側は検討すると回答した。 
 

 
3. エビ養殖開発センタ

 
生産された種苗の配付先については、零細漁民等への配付を第一目的とす
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ーの今後の運営 
 

るが、センターの財政的基盤を強化するため、余剰分については他機関へ
の販売も考えなければならない。この収益については、マ国のエビ養殖の
振興のために、CDCC が主として使用することとした。ただし、零細漁民等
へ配布する種苗の数量が、前年を下回らないようマ国側は養殖池の造成に
努力することとなった。 
 
 

4. その他  プロジェクト終了後の将来的な計画については、日本側とマ国側は討議
を継続することとなった。 
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５ ソマアクア社（エビ養殖企業）での情報収集 
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5 ソマアクア社（エビ養殖企業）での情報収集 
 

（1）ソマアクアの状況 

・マダガスカル国政府から許認可された土地の面積は 700ha（養殖池自体としての開発可能

面積は、約 300ha）である（貯水池、道路他があるため）。 

・ソマペッシュの 100％子会社である（本社から 1 名、フィリピン人責任者 3 名）。 

・97 年に 36ha（平均水深 1.2ｍ）の養殖池を造成し、営業を開始した。 

・現在 112ha を池として造成し、2 期作で 500 トン/年の生産を上げている。 

・約 2.5 トン/ha の収穫を上げている。*2=約 500 トン/年。 

・当初は、CDCC の種苗を購入して養殖を開始した（当時はハッチェリーの建設計画はなか

った）。 

・雇用は総勢 200 人、テクニシャン及びエンジニアが 40 人、地域住民の雇用が約 160 人（不

定期に 30 人あまりの臨時雇用有り）。バイオロジストは 6 名雇用。 

・98 年にアンパゾーニ（マラリヤ汚染地域）に自前の種苗生産場を建設。 

・99 年からはアンパゾーニ生産種苗の供給を主体に養殖を実施。 

・生産コストは 3US＄/kg、そのうち 65％が餌料費である。 

・種苗購入は、CDCC からは 10US＄/1,000 尾、アクアルマからは 12US＄/1,000 尾、アクア

メンからは 15US＄/1,000 尾で購入しているが CDCC の種苗の質は良いとの評価。 

・害敵（食害及び餌料競合種）駆除にサポリン系薬剤（茶由来）を使用している（3US＄/kg）。 
 

（2）他の企業養殖について 

・仏系で最も同国で養殖を実施しているアクアメン（種苗生産場ノシベ、養殖場はマハジ

ャンバ）は現在 670ha（マハジャンバ）の養殖場を有しているが、現在 2,000ha の追加の

養殖場敷地取得申請をしており、マ国中南部（マジュンガ南方）において池の造成中。 

・アクアメン（イタリア系：モロンダバ）は 120ha で経営中であるが、経営不振との噂が

ある。 

・アクアマス（ソアララ）は 50ha で経営中。 

・アクアビュー（中国系：ナマアキア）は 2,000ha の養殖場を造成中。 
 

（3）その他の情報 

・台湾製の配合飼料は原価で 1US＄/kg であるが、輸送経費が掛かるので割高になる。 

・ちなみに種苗購入コストもマ国では高価であり、フィリピンでは 6.5US＄/1,000 尾が相場

である。 

・しかしながら総合経費でフィリピンよりマ国が優れている（人件費及び税金等）ことで

一般に収益は良好である。 

・何処の養殖場でも同じだが、泥棒には苦労している。 

・賃金について 

 ワーカー12～13,000FMG／日（12 時間労働で 200 円/日程度） 

 バイオロジスト 800～100 万 FMG／月（12 時間労働で 660 円/日程度） 

・EU への輸出に対しては、食用資源は収穫後 3 時間以内に凍結しなければならない（冷凍

工場が近隣にないか、迅速な輸送手段がないと成り立たない）。 
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・マ国における年間のエビの天然資源漁獲量は 10,000 トン程度。 

・現有の企業養殖でのエビ生産量は約 3,500 トン程度と推定できる。 

・今後の養殖池の造成計画によると早晩養殖生産量が漁獲生産量を上回ることになる。 

・ソマペッシュ（マルハ：マ国を代表する優良な合弁企業）では年間 3,000 トンの漁獲を揚

げているが、加工するための製品は約 2,000 トンである（あがり、無頭のため頭胸部廃棄）。 
 

以上 
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